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１ 本要領は、鹿児島工業高等専門学校内部質保証規則第 11 条第２項及び第 12 条第２項に基づ

き、鹿児島工業高等専門学校（以下「本校」という。）が実施する自己点検・評価及び外部機関

による評価（以下「自己点検・評価等」という。）の結果の公表並びに当該評価結果に基づく対

応措置の実施に関し、必要な手順を定めるものとする。 

 

２ 本要領に基づく自己点検・評価等の評価結果の公表及び対応措置の概要については、別図１

に示すとおりとする。 

 

３ 内部質保証委員会は、自己点検・評価を実施し、その結果を取りまとめた自己点検・評価報

告書を運営会議に報告するものとする。 

 

４ 統括責任者は、前項の自己点検・評価報告書について、ホームページその他の適切な方法に

より公表するものとする。 

 

５ 推進責任者は、第３項の自己点検・評価報告書の内容を踏まえ、対応措置が必要と認められ

る事項を整理し、運営会議に上申するものとする。 

 

６ 統括責任者は、対応措置を行う事項について、運営会議の議を経てこれを承認し、推進責任

者に対し、対応措置の実施を指示するものとする。 

 

７ 推進責任者は、対応措置が必要とされた事項について、関係する部局の部局責任者に対し、

改善の検討を指示するものとする。 

 

８ 前項の指示を受けた部局責任者は、当該部局において審議を行い、改善案を立案するととも

に、改善計画（工程表等を含む。）を策定し、推進責任者に提出するものとする。 

 

９ 推進責任者は、提案された改善案及び改善計画について、内部質保証委員会で審議し、次の

各号により取り扱うものとする。 

(1) 適当と認める場合は、運営会議に付議し、決定するものとする。 

(2) 適当でないと認める場合は、当該部局責任者に再検討を指示するものとする。 

 

10 部局責任者は、承認された改善計画に基づき、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 

(1) 改善計画を実施し、改善活動に取り組むこと。 

(2) 改善計画の進捗状況について、内部質保証委員会の開催の都度、報告すること。 

 

11 推進責任者は、改善計画の進捗状況を確認し、必要に応じて適切な対応を行うものとする。 

 

12 推進責任者は、改善活動が完了した事項について、運営会議に報告するものとする。 

 



13 統括責任者は、改善内容及び改善結果について、ホームページその他の適切な方法により公

表するものとする。 

 

14 本要領は、外部機関による評価についても準用する。この場合において、第３項中「自己点

検・評価」とあるのは「外部機関による評価」と、第３項、第４項及び第５項中「自己点検・

評価報告書」とあるのは「外部機関による評価報告書」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

この要領は、令和８年６月３日から施行する。 
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